
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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７
５ 火

大熊町大川原に建設を進めていた大熊町役場本庁舎が

完成し、5月7日（火）に業務を開始しました。

本庁舎機能が町内に戻るのは、東日本大震災・東京電

力福島第一原発事故が発生し、全町避難となった平成

23年3月以来、約8年2カ月ぶりです。
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© City of Minamisoma

28４

第16回春の市民まつりが原町区の旭公園をメイン会場に行われ、恵まれた晴天の下、家族連

れでにぎわいました。

日

11５

南相馬の地酒「御本陣」の原材料となる酒米の田植え体験イ

ベントが鹿島区浮田の水田で開催されました。

親子ら約20人が参加し、水の入った田んぼに長靴やはだしで

入り、福島県の酒造好適米「夢の香かおり」を手で植えていま

した。

土

旭公園に設けられた特設ステージでは、相馬野馬追太鼓の演

奏やビンゴゲーム大会などが繰り広げられました。会場内では

セグウェイの試乗、ドローンやロボットの操作体験、各種ワー

クショップなどが開催され、子どもからお年寄りまで多くの方

が春のイベントを楽しんでいました。
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南相馬市木造住宅耐震改修支援

5月15日HP更新
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南相馬市からのお知らせ

次ページへ続きます

市では、旧耐震基準の木造住宅における地震対策として、耐震改修費用の一部を助成し

ます。

耐震改修工事を計画の方は、必ず事前相談の上、申請してください。

申請前に工事着手した場合は補助対象となりませんのでご注意ください。

対象となる住宅

次の要件を全て満たす住宅

1. 所有者が自ら居住する住宅

2. 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅

（併用住宅の場合は、住宅の部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの）

3. 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁（ツーバイフォー）工法による木造3階建て以下

の住宅

4. 耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていない建物

5. 令和2年1月末までに、耐震改修工事が完了するもの

申し込み対象者

対象となる木造住宅の所有者で、市税など滞納のない方

補助の対象となる工事

1. 一般耐震改修工事…上部構造評点を1.0以上に改修する工事

2. 簡易耐震改修工事…上部構造評点を0.7以上1.0未満に改修する工事

3. 部分耐震改修工事…寝室など部分的な居室の改修工事

(県の技術的基準に適合すること)

※ 設計および工事監理は、建築士の資格を有する方がしてください。

※ 耐震改修工事に関連しない工事費用は補助の対象外となりますので、同時に行う場合

は見積書の金額を分けて作成してください。

補助金の額

1. 一般耐震改修工事費の1/2以内かつ100万円以内

2. 簡易耐震改修工事費の1/2以内かつ60万円以内

3. 部分耐震改修工事費の1/2以内かつ60万円以内

※ 1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。
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募集期間

5月15日（水）～6月28日（金）

予算に限りがありますので、応募者多数の場合は抽選となります。

また募集期間終了時点で受け付け件数に達しない場合、募集期間を延長することもあり

ます。詳しくはお問い合わせください。

申し込み方法

「木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書」に必要事項を記入し、1部提出してく

ださい。

【申し込みに必要なもの】

1. 補助金交付申請書

2. 各種図面（建物の案内図、配置図、平面図(現況・補強後)、基礎伏図耐震補強詳細図)

3. 工事着手前の写真

4. 木造住宅耐震診断報告書の写し

5. 工事請負契約書・見積書等の写し

6. 実施設計耐震計算書

7. 建築士免許証の写し

8. 納税証明書

9. 印かん

実績報告および補助金の交付請求

耐震改修工事完了後は、「木造住宅耐震改修支援事業補助金実績報告書」を交付決定年

度内にすみやかに提出してください。

【実績報告に必要なもの】

1. 実績報告書

2. 建築士が発行する住宅耐震改修証明書

3. 耐震改修に要した費用を証するもの（工事に係る領収書等の写し）

4. 工事写真（施工前・施工中・施工後）

※補助金の交付請求書は、「補助金交付請求書」に必要事項を記入し提出してください。

●要綱や様式などは市のウェブサイトからダウンロードできます。

問い合わせ 建設部 建築住宅課 建築営繕係 0244-24-5255TEL

浜通り×さんじょうライフvol.4034
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今週の番組 60分 ※パソコン視聴

1. オープニング&今週の番組 [2分]

2. 南相馬市民俗芸能発表会“北萱浜の天狗舞”[19分]

3. 作って遊んで楽しいミュージアム！ミューキッズ！フェア [10分]

4. 大きくなって帰ってきてね！ 上真野小学校 鮭稚魚放流体験 [8分]

5. 平成30年度 南相馬地酒『御本陣』新酒発表会 [9分]

6. 南相馬 四季百景～小さなしあわせを探して～ [3分]

7. 波乗り体操 [7分]

8. リクエストアワーのお知らせ [2分]

番組内容 [5/10～5/17]

0244-26-5663

（平日のみ 午前9時～午後5時）

浜通り×さんじょうライフvol.403 5

浪江町からのお知らせ

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 55

青森県 44

岩手県 37

宮城県 911

秋田県 45

山形県 130

茨城県 997

栃木県 472

群馬県 138

埼玉県 667

千葉県 570

東京都 846

神奈川県 421

新潟県 340

富山県 16

石川県 27

福井県 11

山梨県 41

都道府県 人 数

長野県 55

岐阜県 16

静岡県 52

愛知県 40

三重県 7

滋賀県 6

京都府 33

大阪府 66

兵庫県 20

奈良県 5

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 6

岡山県 20

広島県 10

山口県 1

徳島県 1

香川県 5

都道府県 人 数

愛媛県 8

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 10

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 13

国外 10

合計 6,209

市町村 人 数

福島市 2,614

会津若松市 198

郡山市 1,785

いわき市 3,237

白河市 241

須賀川市 151

喜多方市 24

相馬市 460

二本松市 1,084

田村市 75

南相馬市 2,072

伊達市 111

本宮市 493

桑折町 145

国見町 26

川俣町 64

大玉村 186

鏡石町 8

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 4

南会津町 8

北塩原村 2

西会津町 2

磐梯町 4

猪苗代町 25

会津坂下町 19

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 148

泉崎村 5

中島村 1

矢吹町 32

棚倉町 6

塙町 2

石川町 5

玉川村 1

市町村 人 数

古殿町 1

三春町 75

小野町 13

広野町 42

楢葉町 17

富岡町 8

川内村 4

大熊町 1

浪江町 709

葛尾村 5

新地町 84

飯舘村 1

合計 14,209

避難者総数

20,418

(前月 20,449)

(前月 14,231)

(前月 6,218)

浪江町民の避難状況（平成31年4月30日現在）
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町営住宅の入居者を募集します

4月27日HP更新

町では、町営住宅の空き住戸について入居希望者の募集をしています。町営住宅への入

居を希望する方は、各住宅の募集要項（詳しい資料）を確認の上、申し込み手続きをして

ください。

応募期限

5月22日（水） ※当日消印有効

応募方法

◎申込書の入手方法

ホームページから申込書をダウンロード、または、浪江町役場住宅水道課住宅係（電

話：0240-34-0232）に連絡の上郵送

◎記入例を参考に申込書を作成し、添付書類を添えて、浪江町住宅水道課住宅係（本庁

舎）、または、生活支援課住宅支援係（二本松事務所）に提出

※ 郵送で申し込む場合は、

浪江町役場住宅水道課住宅係

〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 まで

※ 添付書類など申し込みについての詳細は募集要項でご確認ください。

募集する住宅

※ 幾世橋住宅団地と幾世橋集合住宅の想定家賃は、低所得者など特に配慮が必要な世帯

向けの減額措置を行った後の家賃を記載しています。

詳細は各住宅の募集要項（詳しい資料）でご確認ください。

※ どちらの住宅も一定のルールを守っていただくことによりペットの飼育を可能として

います。

次ページへ続きます

分類 住宅名称 住宅分類 募集住宅概要
入居予定
時期

想定家賃

A
幾世橋
住宅団地

浪江町災害公営
住宅

木造平屋戸建
2LDK 74.0平米（2戸）

令和元年
7月

7,600円～65,900円

B
幾世橋
集合住宅

浪江町福島再生
賃貸住宅

鉄筋コンクリート造
5階建集合
1LDK 56.7平米
（車椅子2戸/高齢者3戸）
3DK 58.6平米（2戸）

令和元年
7月

1LDK：
9,900円～52,800円

3DK：
10,300円～54,500円

C
御殿南
住宅

浪江町営住宅
木造平屋
1棟2戸タイプ
2DK 51.6平米（3戸）

令和元年
7月

17,700円～46,900円

浜通り×さんじょうライフvol.4036
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募集対象

※ 詳細な申し込み資格については、各住宅の募集要項をご確認ください。

申し込みに際して注意事項

◎ 各住宅、それぞれに同時に申し込むことはできません。

◎ どちらの住宅も部屋を選ぶことはできません。募集期間終了後、抽選で部屋を決定し

ます。

◎「町営住宅入居辞退届」を提出することにより、申し込み後に辞退することができます。

（入居後は退去手続きを取っていただくことになります）

ただし、申し込み後はなるべく辞退されないようよくご検討の上お申し込みください。

◎ 正式な入居手続きの中で、応募要件を満たしていないことが明らかとなった場合、入

居は取り消しとなります。

◎ 応募に際しては各住宅の募集要項をよく確認の上お申し込みください。

問い合わせ 住宅水道課 住宅係 0240-34-0232TEL

分類 住宅名称 申し込みができる方の基本条件

A
幾世橋
住宅団地

平成23年3月11日において浪江町に居住していた方のうち、次のイから二のいずれ
かに該当し、町への帰還に際し住宅に困窮していると認められる方（すでに浪江町に
帰還し浪江町内に住宅を確保している方は申し込みできません）

イ. 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流失の世帯
ロ. 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解
体することが確実である世帯
ハ. 帰還困難区域に居住していた世帯
二. 町への帰還に際し、町内に居住する住宅がないと認められる世帯

B
幾世橋
集合住宅

世帯の収入が基準額（月額487,000円）を超えない世帯で、次のイまたはロのいず
れかに該当する方

イ. 平成23年3月11日において浪江町に居住していた方
ロ. 浪江町に移住する方（入居決定後住民票を移していただく必要があります）

C
御殿南
住宅

◎平成23年3月11日時点で浪江町民の方とそうでない方で申し込み資格が異なりま
す。

（1）平成23年3月11日時点で浪江町民の方
次のイからニのいずれかに該当し、町への帰還に際し居住する住宅がないと認められ
る方が申し込みできます。
イ. 東日本大震災により居住していた住宅が全壊・全流失の世帯
ロ. 東日本大震災により居住していた住宅が半壊・大規模半壊で解体した、または解
体することが確実である世帯
ハ. 帰還困難区域に居住していた世帯
二. 町への帰還に際し、町内に居住する住宅がないと認められる世帯

（2）平成23年3月11日時点で浪江町民でなかった方
次のホ、へのいずれにも該当する方が申し込みできます。
ホ.世帯全体の収入が下記収入以下の方

○一般世帯：158,000円以下
○裁量世帯：214,000円以下

へ.現在、住宅に困窮している方（例：浪江町内に住宅を所有していない方など）
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町長メッセージ（令和元年5月1日）

双葉町からのお知らせ

５月は新たな天皇陛下が御即位されるとともに新元号のもと次の時代の幕開けとなりました。

新しい年度の始まりとなった４月１日には新元号が「令和」決定しました。日本最古の歌集であ

る万葉集からの出拠により新元号に選ばれた「令和」には、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、

見事に咲き誇る梅のように、一人ひとりの日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく

咲かせることができるそうした日本でありたいとの願いが込められているということで、町への帰還

を目指していく双葉町も心新たに令和の時代とともに歴史を刻んでいきたいとの想いを強くいたし

ました。

また、４月１日にはいわき事務所において職員辞令交付式を行いました。新規採用職員４名、

福島県より派遣職員３名が加わり業務を開始しました。

さらに、今年度も引き続き神奈川県、富山県黒部市、新潟県柏崎市、福井県敦賀市、茨

城県北茨城市、かすみがうら市、石岡市より町の現状をご理解いただき、町の復旧・復興と町

民の皆さんの生活支援などの課題解決のために職員を派遣していただきました。改めて厚く御

礼を申し上げます。派遣職員の中には、双葉町へ支援職員として来るのは２度目という方もおり、

震災がなければこのような出会いはなかったのではないかと感慨深く感じております。

職員に対しては、一人ひとりがさらなる高みを目指し、レベルアップすることが町の復興につなが

るので、初心を忘れず２０２２年春の双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示解除を目

標に職員が一丸となって取り組むよう訓示したところであります。

４月８日にはサクラの花がほころぶ中、いわき市錦町の仮設校舎で小・中学校の入学式が行

われました。小学生５名、中学生１名が緊張した面持ちで新たに入学されました。同日には、ふ

たば幼稚園の入園式が仮設園舎で行われ、新しく３名の園児が入園いたしました。今年度から

は新たに幼稚園長を配置し、将来の双葉町の復興を担う子どもたちを双葉町の幼稚園、小・

中学校でしっかりと育てるため、少人数教育ならではのきめ細かい特色ある教育を実践し、個に

応じた教育やふるさとを忘れないための学習を一層充実させてまいりたいと考えております。また、

人事異動により転入された教職員の中には双葉町出身の方も多く、心強く感じているところです。

校舎内に子どもたちの元気な声が響き、はつらつと活動する姿を見るたびに子どもたちの未来

に期待が一層高まります。

４月１６日には、双葉町産業交流センターの安全祈願祭・起工式を中野地区において執り行

いました。地権者の皆さまのご理解とご協力のおかげであると心から感謝申し上げ、工事の安全

を祈りました。産業交流センターは町の復興のシンボルとなる施設であり、目に見える形で復興が

進んでいくことをうれしく思うとともに緊張感を持って事業を進めてまいりたいと考えております。

双葉町長 伊澤 史朗

5月7日HP更新

浜通り×さんじょうライフvol.4038
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双葉町民の避難状況（平成31年4月30日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 13

青森県 14

岩手県 10

宮城県 245

秋田県 12

山形県 24

茨城県 465

栃木県 156

群馬県 37

埼玉県 809

千葉県 169

東京都 342

神奈川県 168

新潟県 142

富山県 14

石川県 13

都道府県 人 数

福井県 1

山梨県 14

長野県 17

岐阜県 6

静岡県 28

愛知県 5

三重県 1

滋賀県 1

京都府 9

大阪府 6

兵庫県 2

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 18

岡山県 3

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 -

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 9

佐賀県 4

長崎県 5

熊本県 2

大分県 6

宮崎県 1

鹿児島県 12

沖縄県 4

国外 6

合計 2,802

市町村 人 数

福島市 242

会津若松市 46

郡山市 694

いわき市 2,199

白河市 188

須賀川市 65

喜多方市 6

相馬市 57

二本松市 18

田村市 19

南相馬市 268

伊達市 10

本宮市 38

桑折町 5

川俣町 3

大玉村 7

市町村 人 数

鏡石町 9

天栄村 5

下郷町 2

只見町 2

南会津町 1

猪苗代町 1

会津坂下町 11

会津美里町 5

西郷村 29

泉崎村 7

中島村 2

矢吹町 28

棚倉町 13

塙町 7

石川町 1

平田村 3

避難者総数

6,875

(前月 6,879)

(前月 4,080)

(前月 2,799)

市町村 人 数

三春町 15

小野町 1

広野町 39

楢葉町 7

富岡町 4

川内村 5

葛尾村 1

新地町 9

その他 1

合計 4,073

双葉町民の幼児・小・中学校児童生徒の避難先（５月１日現在）
福島県内327人、県外225人(転出者は除く) ※3～5歳児

北陸・甲信越(26)

新潟県 (23)
石川県 (2)
富山県 (1)

北海道・東北(23)

北海道 (1)
宮城県 (18)
山形県 (4)

埼玉県 (70)

加須市 (41)
加須市を除く (29)

関東以南 (8)

長野県 (2)
静岡県 (1)
島根県 (2)
愛媛県 (2)
鹿児島県 (1)

関東 (98)

茨城県 (36)
栃木県 (19)
群馬県 (6)
東京都 (15)
神奈川県 (12)
千葉県 (10)

会津管内 (7)

会津若松市 (3)
会津坂下町 (4)

相双管内 (26)

相馬市 (3)
南相馬市 (19)
新地町 (2)
広野町 (2)

いわき管内 (163)

いわき市 (163)

双葉町 (31)

県北管内 (19)

福島市 (11)
本宮市 (7)
伊達市 (1)

県中管内 (62)

郡山市 (48)
須賀川市 (5)
田村市 (5)
三春町 (3)
大玉村 (1)

県南管内 (19)

白川市 (7)
矢吹町 (5)
棚倉町 (3)
泉崎村 (1)
鏡石町 (1)
西郷村 (2)
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被災自治体News

Jヴィレッジ駅オープニングセレモニー、
Jヴィレッジグランドオープン記念式典 4月20日

Jヴィレッジ駅オープニングセレモニー、Jヴィレッジグランドオープン記念式典が開催されまし

た。

伊澤町長は、「Jヴィレッジがこれまでのサッカーやラグビーなどのスポーツイベントにとどまら

ないさまざまな利活用を積極的に図るなどして多くの方に愛着を持っていただくとともに、双葉郡だ

けではなく浜通り全体の賑わいを創出する中核拠点施設として、交流人口の拡大を図ることができる

よう願っております」と双葉地方町村会を代表してあいさつを述べました。

双葉地方水道企業団、国および東京電力への要望
活動 4月18日

双葉、大熊、富岡、楢葉、広野の5町で構成されている双葉地方水道企業団では、経済産業省、復

興庁、環境省、厚生労働省、東京電力本社において要望活動を実施し、現状の説明を行うとともに、

原子力損害賠償の継続や除染の推進について要望書を手渡しました。
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被災自治体News

産業交流センター安全祈願祭、起工式 4月16日

町の復興産業拠点に位置づけている中野地区において、町民や就業者、来訪者をつなぐ中核の役割

を担う双葉町産業交流センターの安全祈願祭と起工式を執り行いました。

伊澤町長は「産業交流センターは、働く拠点の中核的施設として、貸事務所を備えるほか、町民、

就業者や来訪者の皆様にとって便利にお使いいただける、飲食施設や小売施設、また、福島の地場産

町立小・中学校合同入学式、ふたば幼稚園入園式
4月8日

町立学校仮設校舎体育館において平成31年度双葉町立小学校、中学校合同入学式が挙行されまし

た

品を購入することができる物産店を確保します。アーカイブ拠点施

設と同一の街区に立地する他、復興祈念公園との間も道路を挟むこ

となく連続的に整備されることから、復興ツーリズムの拠点にもな

り得る施設でもあり、福島の復興状況に対し世界中から注目が集ま

る、来年7月の東京オリンピック・パラリンピックの開幕までの整

備を目標としております」とあいさつを述べました。

伊澤町長は「自ら考え、判断し、みんなで助け合いながら強い心

と体を持ち、明るくたくましい双葉町立学校の一員として立派に成

長していくことを心より願っています」と祝辞を述べました。

引き続き、ふたば幼稚園の入園式が仮設園舎で行われ、新しく3

人の園児が入園しました。3歳から5歳までのかわいらしい7人の

園児が園生活をスタートさせました。
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市町村名 電話番号 以下の町は役場機能が移転しています。

南相馬市 0244-22-2111

双葉町:双葉町役場いわき事務所

（いわき市東田町2-19-4）

浪江町 0240-34-2111

双葉町 0246-84-5200

郡山市 024-924-2491

被災自治体 問い合わせ先一覧

市町村名 世帯数 人数

小高区 17 44

原町区 4 7

南相馬市 計 21 51

浪江町 3 11

双葉町 1 3

郡山市 4 9

合 計 29 74

三条市に避難している
世帯数と人数(2019.5.15現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

交流ルームひばり通信

５月・６月の『ひばり』

日 月 火 水 木 金 土

★版画教室 第2・4水曜日午前１０時～正午
★茶話会＆簡単な手芸教室

第1・3・5水曜日午前10時～午後２時

気軽に参加ください。

５／１６ １７ １８

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

ひばり休み 版画教室
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ６／１

ひばり休み ひばり休み 茶話会
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

浜通り×さんじょうライフvol.40312

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[運営時間] 日・水・金 午前10時～午後2時

月 午前10時～正午


